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第 5種無災害記録証の授与を決定しました 
～1,680 万時間の無災害記録樹立～ 

 
福井労働局（局長 田原孝明）は、下記 1の事業場において、下記 2の無災害記録

1,680 万時間を達成したので、第 5種無災害記録証を授与することを決定しました。 
この無災害記録証は、労働災害の防止に対する労使双方の関心を高め、今後の安全

活動に対する積極的努力を勧奨する目的で、昭和 27年に設立され、業種ごとに定めら
れた時間数（延べ時間数）を超える無災害記録※を樹立した事業場からの申請に基づ
く都道府県労働局長の推薦により、厚生労働省労働基準局長名により授与されます。 
※ 労働災害のうち、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生し
た労働災害は除かれます。また、通勤災害も除かれます。 
 

記 
 
１ 表彰事業場 
  信越半導体株式会社 武生工場 
  （福井県越前市） 
 
２ 無災害記録 
別添無災害記録証内規中、「その他の電気機械器具製造業」の基準時間である

1,680 万時間を達成したもの。 
なお、起算日は昭和 45年 7月 1日で、達成日は令和 5年 4月 15 日。 

  
■ 資料 
無災害記録証内規 
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～ふくいの「働く」を支えます～ 






